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令和６年能登半島地震被災者向け無料法律相談データ集計及び分析結果（第１次分析） 

 

第１ 集計及び分析の趣旨並びにその対象 
 
１ 本集計及び分析の趣旨 

２０２４年（令和６年）１⽉１⽇１６時１０分に発⽣した⽯川県能登地⽅を震
源とする地震（以下「令和６年能登半島地震」という。）による災害に関しては、
発災直後から⾦沢弁護⼠会、福井弁護⼠会、富⼭県弁護⼠会及び新潟県弁護⼠会
の各被災地の弁護⼠会が機動的に電話及び⾯談による無料法律相談を開始し、⽇
弁連及び各地の弁護⼠会連合会の⽀援も受けてこれを実施してきた（新潟県弁護
⼠会の電話相談は同年７⽉３１⽇にて終了）。各弁護⼠会の活動については、次項
で詳述する。 

また、⽇弁連は、同年２⽉５⽇からフリーダイヤルによる電話相談（弁護⼠待
機型）を開始し、同時に⾦沢弁護⼠会の電話無料相談への架電数が回線数を超え
た場合にオーバーフロー分を東京都千代⽥区霞が関所在の弁護⼠会館及び⼤阪弁
護⼠会会館に着信転送する仕組みを設けた。これに加え、同年３⽉１３⽇からは
ウェブ受付による折り返し型（コールバック式）電話相談も開始した。これらの
電話相談においては、待機型電話相談について東京弁護⼠会、第⼀東京弁護⼠会
及び第⼆東京弁護⼠会（以下合わせて「東京三弁護⼠会」という。）並びに近畿弁
護⼠会連合会管内の弁護⼠会に所属の弁護⼠が、また、折り返し型電話相談には
関東弁護⼠会連合会、近畿弁護⼠会連合会、中部弁護⼠会連合会及び中国地⽅弁
護⼠会連合会の各管内の弁護⼠会に所属の弁護⼠が、それぞれ相談対応にあたっ
ている（以上の無料相談を総称して「本無料相談」という。）。 

その後、同年９⽉２０⽇からの低気圧と前線により記録的⾬量の⼤⾬が発⽣し、
⽯川県能登地⽅では河川氾濫や⼟砂崩れ等（以下「令和６年９⽉能登豪⾬」とい
う。）による災害が発⽣した。⾦沢弁護⼠会及び⽇弁連は、令和６年９⽉能登豪⾬
による災害についても本無料相談の対象とし、複合災害を被った住⺠・事業者等
の⽀援を継続している。 

同年１０⽉からは、⾦沢弁護⼠会の要請を受けて、⽯川県輪島市等の⾃治体相
談（現地⾯談相談会）に、関東・近畿・中部・中国地⽅・四国の各弁護⼠会連合
会から相談担当弁護⼠を派遣する活動を開始しており、全国の弁護⼠が令和６年
能登半島地震及び令和６年９⽉能登豪⾬災害の被災者⽀援活動にあたっている。 

⽇弁連では、被災地域の⽅々が⽣活再建や事業再建の過程で抱える問題や⽀援
ニーズを把握し、政策提⾔や弁護⼠会の被災者⽀援活動に役⽴てる⽬的の下、相
談担当弁護⼠が相談結果⼊⼒⽤の各会作成のウェブフォームや⽇弁連作成のクッ
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カーフォームに記⼊した内容を元に、本無料相談に寄せられた相談に関するデー
タを集約した上で、その集計及び分析を⾏っている。 

 
２ 本集計及び分析対象〜⾦沢弁護⼠会相談データが含まれていないこと 

今般、相談開始から約１１か⽉の間に得られた相談データとして、２０２４年
（令和６年）１２⽉２⽇までに受け付けた電話相談及び主として富⼭県弁護⼠会
実施の⾯談相談データの集計及び分析の結果をまとめた。この集計及び分析（以
下「本集計及び分析」という。）は、次項において述べる各地の弁護⼠が精⼒的に
⾏った無料法律相談及び被災者⽀援活動による相談データを対象としたものであ
る。ただし、最も⼤きな割合を占める⾦沢弁護⼠会による⽯川県内の⾯談相談デ
ータは、現時点で⽇弁連において収集できていないため、本集計及び分析の対象
に含まれていない。また⾦沢弁護⼠会実施の電話相談についても、その⼀部は本
集計及び分析に含まれていない（本集計及び分析の対象とした相談データの具体
的件数については、第４項において述べる。）。 

したがって、本集計及び分析は、全体の相談実施件数のうち限られた相談デー
タを対象としたものであるが、第１次集計及び分析結果としてここに報告する。 

 
３ 各地における弁護⼠会等の被災者⽀援活動 
（１）⽯川県における⽀援活動 

 ⾦沢弁護⼠会は、２０２４年（令和６年）１⽉から１２⽉までの間に、避難
所における説明・相談会、⾃治体への働きかけ⼜は⾃治体の要請を受けての市
役所・町役場や公⺠館等における相談会、⽯川⾏政事務所合同相談会（ワンス
トップ型多⼠業合同相談）、⽇本司法⽀援センター主催の移動相談⾞両（法テラ
ス号）による相談会、避難者対象イベント、⾦融機関、社会福祉協議会等で、
計２０１回に及ぶ出張型（アウトリーチ型）の説明・⾯談相談会を実施した。 

このうちには、社会福祉協議会における⽀援者向け説明会、「⾃然災害による
被災者の債務整理に関するガイドライン」（いわゆる被災者ローン減免制度。
（以下「被災ローン減免制度」という。））の説明・相談会への派遣（県内有数
の⾦融機関が主催し、店舗を相談会場として開催した点が注⽬される。）、近畿
災害対策まちづくり⽀援機構等と共催したワンストップ型多⼠業連携相談会も
含まれる。 

また、同会は同年１⽉４⽇から折り返し型（コールバック式）無料電話を実
施し、同年１２⽉１７⽇までに６０３件に及ぶ無料電話相談を実施している。 

2 / 33



令和６年能登半島地震被災者向け無料法律相談データ集計及び分析結果（第１次分析） 

 

他に、常設の同会法律相談センター（４か所、同年８⽉から５か所、２０２
５年（令和７年）１⽉からは６か所）においても、法テラス災害特例1を利⽤し
た無料法律相談を実施している。 

同年９⽉３０⽇までの法テラス被災者法律相談による⾯談相談は延べ１，５
４４件に及んだ。 

その後、特に⽯川県では同年９⽉２１⽇に豪⾬が発⽣し、奥能登地域に甚⼤
な被害をもたらした。令和６年９⽉能登豪⾬災害後、同会の無料電話相談件数
は漸次減少から増加傾向に転じ、相談需要の継続に伴って、⾯談相談会の開催
数も１０⽉は１１回、１１⽉は２４回、１２⽉は２０回と⾼⽌まりしている。 

他会の弁護⼠による相談対応の⽀援も広がっている。法テラス号による相談
会には、同年５⽉から近畿弁護⼠会連合会及び中部弁護⼠会連合会が協⼒し
て、相談担当弁護⼠を派遣している。また、近畿及び中部弁護⼠会連合会に加
え、同年１０⽉からは⽇弁連の要請を受けて、関東弁護⼠会連合会・中国地⽅
弁護⼠会連合会・四国弁護⼠会連合会の計５弁連が協⼒し、⽯川県内の⾃治体
相談に、毎週弁護⼠を派遣する⽀援活動が⾏われている。延べ派遣⼈数は、２
０２４年（令和６年）内の１０回で２０名以上となる。 

福井弁護⼠会は、同年２⽉・３⽉に⽯川県加賀市、同県⼩松市、同県能美市
に開設された避難所における計９回の出張型相談会に同会の弁護⼠を派遣し、
加賀地⽅に避難している被災者の⽀援にあたった。また、同年８⽉、１１⽉、
１２⽉にも、同県志賀町、七尾市、輪島市等における⽇本司法⽀援センター
（法テラス）主催の相談会に、弁護⼠を派遣している。 

同年２⽉、⽯川県七尾市における出張型相談会には、富⼭県弁護⼠会が同会
の弁護⼠を派遣し、担当した。 

他に、⾦沢弁護⼠会では、弁護⼠会ニュースの発⾏やチラシ配布による情報
提供、弁護⼠による和解あっせん⼿続（裁判外紛争解決⼿続・Alternative 
Dispute Resolution ; ADR）の⼿数料（申⽴⼿数料及び成⽴⼿数料）を無料化
し、また、弁護⼠が申⽴て及び応諾のサポートも⾏って、和解による紛争解決
を⽀援している。また、被災ローン減免制度に基づく債務者からの登録⽀援専

 
1 「法テラス災害特例」とは、総合法律⽀援法第３０条第１項第４号に基づいて、著しく異常か
つ激甚な⾮常災害であって、その被災地において法律相談を円滑に実施することが特に必要と
して政令で指定された災害について、当該災害発⽣の⽇に政令で定める地区に住所、居所、営
業所等を有していた国⺠等を援助するため、同⽇から⼀年を超えない範囲で、被援助者の資⼒
を問わず⽣活再建に必要な法律相談（被災者法律相談）を実施する、⼀般の⺠事法律扶助の災
害時の特例と位置付けられる制度を指している。 
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⾨家の委嘱依頼を受け、同会弁護⼠である登録⽀援専⾨家を推薦し、委嘱され
た登録⽀援専⾨家が、対象債権者と対象債務者の間の協議合意による債務整理
を⽀援している。いずれについても多数の利⽤があり、約１年を経過しても利
⽤件数に減少の傾向は⾒られていない。 

 
（２）富⼭県における⽀援活動 

 富⼭県弁護⼠会は、２０２４年（令和６年）１⽉から１２⽉までの間に、富
⼭市、⾼岡市、氷⾒市等における出張型⾯談相談会を９２回実施し、うち同年
８⽉１１⽇には液状化被害の⼤きかった⾼岡市において建築⼠との合同相談会
（アウトリーチ・ワンストップ型相談）を開催した。また、同年１⽉から継続
して常設の法律相談センター（富⼭・⾼岡・⿂津）における震災無料相談及び
コールバック式無料電話相談を実施しており、同年４⽉に被災ローン減免制度
無料相談会も実施した。富⼭県弁護⼠会の対応した相談事例件数は、同年１⽉
９⽇から１１⽉２０⽇までの間に電話相談１３６件、⾯談相談３３３件に及ん
でいる（本集計及び分析においては、富⼭県弁護⼠会の担当した相談データに
ついて、特に「別添資料：富⼭県弁護⼠会担当版」としてまとめた。）。 

この他に富⼭県弁護⼠会は、同年１⽉から令和６年能登半島地震に起因する
紛争について災害時 ADR の運⽤を開始し、申⽴⼿数料の無料化及び成⽴⼿数
料の軽減等を⾏い、和解による紛争解決を⽀援している。また、被災ローン減
免制度に基づく登録⽀援専⾨家の推薦等の取組を⾏い、被災者の⽣活再建、事
業再建を⽀援している。また弁護⼠会ニュースの発⾏及びその説明動画の公開
等を通じて、各種⽀援制度に関する情報提供を実施している 

 
（３）新潟県における⽀援活動 

新潟県弁護⼠会は、２０２４年（令和６年）１⽉１６⽇から被災者向けの電
話相談を開始し、関東弁護⼠会連合会がコールバック式電話相談の対応にあた
るなどして、その活動を⽀援した（新潟県弁護⼠会実施の電話相談は同年７⽉
３１⽇にて終了し2、⽇弁連フリーダイヤル電話相談に引き継がれている。）。ま
た同会は、新潟市と協⼒し、同年１⽉及び２⽉に多⼠業合同の総合相談会（ワ
ンストップ型）を、住⺠の近くのイベント会場にて⾏う、出張型（アウトリー
チ型）相談会にて実施した。 

 
2 なお同会は、２０２５年（令和７年）３⽉３⽇から３１⽇の間、無料電話及び⾯接相談を実施
した。 
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同会の特徴的な取組としては、新潟市の罹災証明発⾏に合わせ、体育館、公
⺠館等の罹災証明交付窓⼝に隣接した被災者相談ブースを複数設けたことが挙
げられる。同年１⽉から６⽉まで、罹災証明の⼿続に訪れた市⺠がすぐに相談
できる無料⾯談相談を実施し、同ブースにおける相談件数は計７７件に及ん
だ。その他、同会常設の法律相談センター等でも、法テラス災害特例を利⽤し
た無料⾯談相談を実施し、法テラス被災者法律相談による相談件数は、同年１
⽉から６⽉までの間で計４１４件に及んだ。 
 その他、同会では、常設の弁護⼠による和解あっせん⼿続の申⽴⼿数料を無
料化し、弁護⼠が申⽴てをサポートする災害時 ADR の運⽤を開始し、被災ロ
ーン減免制度に基づく債務者からの登録⽀援専⾨家の委嘱依頼を受けて登録⽀
援専⾨家を推薦し、また同会として⾦融機関等との勉強会を⾏うなどして、直
接・間接に被災者の⽣活再建、事業再建を⽀援している。 

 
（４）福井県における⽀援活動 

福井弁護⼠会は、２０２４年（令和６年）１⽉及び２⽉に電話による無料相
談会を各１回、同年２⽉に福井市役所において無料⾯談相談会を１回、それぞ
れ開催した。その他、同年３⽉より無料⾯談相談を実施している。 

福井弁護⼠会では、発災後当初から⾦沢弁護⼠会の⽀援として⽯川県内の避
難所等における被災者⽀援活動を継続しており、その活動地域は福井県に隣接
する⽯川県加賀地⽅にとどまらず、同県能登地⽅に拡⼤している。 

 
４ 本集計及び分析の対象とした相談データ 
（１）期間  ２０２４年（令和６年）１⽉１１⽇〜同年１２⽉２⽇受付分まで 
         

※相談実施⽇と相談データ受付⽇は異なることがある。 
 
（２）件数  総相談件数２，３５７件（電話相談１，９９１件、⾯談相談３６６

件） 
うち災害関連相談件数 合計 ２，２７５件 

 
※災害関連相談件数とは、総相談件数から相談内容「災害と関連

なし」及び「分類不能」を除いた件数である。 
 

（３）相談担当弁護⼠会・弁護⼠会連合会別の件数  
   （別添資料：全体版 1/38 ⾴「相談件数・相談者数」参照） 
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 ア 電話相談 
⾦沢弁護⼠会 ４６１件 中部弁護⼠会連合会 ４件 
富⼭県弁護⼠会 １３６件 中国地⽅弁護⼠会連合会 １件 

東京三弁護⼠会 １，２１５件 
関東弁護⼠会連合会 
（東京三弁護⼠会以外） 

１１件 

近畿弁護⼠会連合会 １６３件  
  ※⾦沢弁護⼠会が実施した電話相談のデータ（２０２４年（令和６年）末にお

いて約６００件超とされる。）の⼀部は、上記件数に含まれていない。 
イ ⾯談相談 

⾦沢弁護⼠会 ７件 中部弁護⼠会連合会 ６件 
富⼭県弁護⼠会 ３３３件 中国地⽅弁護⼠会連合会 １件 

福井弁護⼠会 ２件 
関東弁護⼠会連合会 
（東京三弁護⼠会以外） 

５件 

近畿弁護⼠会連合会 ９件 四国弁護⼠会連合会 ３件 
  ※⾦沢弁護⼠会が実施した⾯談相談のデータ（２０２４年（令和６年）１１⽉

３０⽇時点で約２，０００件とされる。）は、上記件数に含まれていない。 
 

 なお、上記件数は、各弁護⼠会が実施した相談のうち、①相談結果の記録⽅法
を⽇弁連情報収集クッカーとしている相談事例、②⾦沢弁護⼠会が２０２４年
（令和６年）１⽉１０⽇から同年２⽉６⽇までの間に対応し同会作成のウェブフ
ォームに記録されたコールバック式電話相談の相談事例、③富⼭県弁護⼠会が同
年１⽉９⽇から同年１１⽉２０⽇までの間に対応し同会作成のウェブフォームに
記録された⾯談相談及びコールバック式電話相談の相談事例の件数である。 

これ以外の⽅法で記録された⾦沢弁護⼠会、福井弁護⼠会、新潟県弁護⼠会の
実施した⾯談相談は、上記件数に含まれておらず、まだ本集計及び分析の対象に
含まれていない。⽇本司法⽀援センター（法テラス）主催の相談会（移動相談⾞
両「法テラス号」等）の⾯談相談も、同様に上記件数並びに本集計及び分析に含
まれていない。また、弁護⼠会による相談は上記対象期間に実施されているが、
相談担当者による⼊⼒が未了のため未収集の事例もある。 

したがって、令和６年能登半島地震及び令和６年９⽉能登豪⾬における弁護⼠
が対応している相談件数は、本集計及び分析の相談事例件数をはるかに超えるも
のであることを付⾔する。 
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第２ 本集計及び分析の⽅法 
 
１ 概要 

本集計及び分析においては、被災地域・県を分けず、収集された相談事例全体
を集計及び分析の対象とし、相談者の年代、本無料相談を知った経緯、相談時の
居所、被災当時の住所・被災場所、相談内容を集計したものを別添資料の「全体
版」とした。そのうち富⼭県弁護⼠会が実施した電話相談及び⾯談相談のデータ
を別途集計し、別添資料の「富⼭県弁護⼠会担当版」としてまとめた。 

本報告書は主として全体版に基づいて、分析結果を報告するが、富⼭県弁護⼠
会担当版において、全体に⽐して傾向の差異が⾒られる点については⾔及する。 

 

２ 前提としての相談類型による分類 

本集計及び分析においては、相談内容の傾向について集計及び分析を⾏うに当
たり、まず⼀般的に災害発⽣時に弁護⼠会に寄せられる相談の内容の傾向を踏ま
えて２２の類型（以下「相談類型」という。）を設定し、相談類型によってはそ
の内部で更に類型（以下「⼩類型」という。）を設定した上で、本無料相談に寄
せられた全ての相談を、相談類型及び⼩類型にしたがって分類した。 

相談類型及び⼩類型並びにその各定義は、別表「相談類型及び⼩類型の定義」
のとおりである。 

本集計及び分析においては、分類揺れを避けるため、１名の集計担当者が全相
談事例につき統⼀的に分類の判断を⾏った。 

 

３ 相談者の属性−代理相談の扱い等 

（１）相談者の住所⼜は被災時の住所 

本集計及び分析においては、相談情報収集記録の記載全体から相談者住所と
相談内容にかかる被災事象の発⽣地が異なることが確認できる場合には、当該
相談にかかる被災事象の発⽣地を基準に、①代理相談においては「被災当事者
の所在地」、②財産に関する相談においては「被災不動産等の所在地」を、
「相談者の被災時の住所（被災場所）」として分類している。 

したがって、相談者の現在地は必ずしも「相談者の住所」とは限らない。 

 

（２）相談時の居所 

本集計及び分析においては、実際に相談を寄せた相談者の居所（⾃宅、避難
所等）を「相談時の居所」の基準としているが、代理相談の場合に、被災当事
者の居所（介護施設、病院等）によって分類している場合もある。 

7 / 33



令和６年能登半島地震被災者向け無料法律相談データ集計及び分析結果（第１次分析） 

 

富⼭県弁護⼠会の相談情報収集記録では、「知⼈⼜は親族宅」とのカテゴリ
ーを設けているところ、⽇弁連情報収集ウェブフォームでは「知⼈宅」「親族
宅」を別個の分類として集計している。 

「その他」に分類された相談事例のうち、相談データの全体版において⽐較
的相談者の多い居所については、より詳細なカテゴリーを設けて分類した。 

 

（３）相談者の年代 
 本集計及び分析においては、相談者の年代を２０歳から１０歳台ごとに集計
している。基本的には実際に相談を寄せた相談者を基準にしているが、⾼齢の
親族等に代わっての代理相談の場合には、被災当事者である⾼齢者の年代を基
準としている。（例えば、９０歳以上の相談者の件数は１６件であるが、うち
相談情報収集記録の記載から、代理相談であることが明確に判明するものは４
件である。） 
 富⼭県弁護⼠会相談情報収集記録では、「７０歳以上」を１つのカテゴリー
とし、それ以上の年代を分類していないことから、本集計及び分析の全体版に
おいては、「７０代」「８０代」「９０歳以上」の他に、「７０歳以上」との
カテゴリーを設けて集計している。 

 
（４）本無料相談を知った経緯 

本集計及び分析においては、実際に相談を寄せた相談者が、当該無料相談を
知った経緯（媒体）について集計している。集計担当者が実際に担当している
電話相談の経験上、代理相談の場合も、実際に対応している相談者に対し、当
該無料相談を知った経緯を尋ね、聴取することがほとんどであると思われる。 

「本無料相談を知った経緯」が複数記録されている場合（３２件／２，３５
７件）には、最初に挙げられたカテゴリーに分類している。 
 
 

第３ 各県における被害の状況 
  
１ 令和６年能登半島地震 
（１）被害の概要 

 令和６年能登半島地震は、２０２４年（令和６年）１⽉１⽇１６時１０分に発
⽣した、⽯川県能登地⽅（珠洲市内）を震源とする、マグニチュード７．６、最
⼤震度７（⽯川県輪島市及び志賀町において観測）の地震である。この地震によ
って観測された各地の震度（震度５強以上の地域）は以下のとおりであった。 
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①⽯川県 
震度 7 志賀町、輪島市 
震度 6 強 七尾市、珠洲市、⽳⽔町、能登町 
震度 6 弱 中能登町 
震度 5 強 ⾦沢市、⼩松市、加賀市、⽻咋市、かほく市、能美市、宝達志⽔町 

②新潟県 
震度 6 弱 ⻑岡市 
震度 5 強 新潟市中央区、新潟市南区、新潟市⻄区、新潟市⻄蒲区、三条市、 

柏崎市、⾒附市、燕市、⽷⿂川市、妙⾼市、上越市、佐渡市、南⿂沼 
市、阿賀町、刈⽻村 

③富⼭県 
震度 5 強 富⼭市、⾼岡市、氷⾒市、⼩⽮部市、南砺市、射⽔市、⾈橋村 

④福井県 
震度 5 強 あわら市 

  また、⼈的被害及び住家等被害の数は以下のとおりであった。

 
 

出典：内閣府防災情報のページ 2025 年(令和 7 年)3 ⽉ 11 ⽇ 14：00 時点3 

 
3 ⾮常災害対策本部「令和 6 年能登半島地震に係る被害状況等について」第５６報（3/234 ⾴）

https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/r60101notojishin/pdf/r60101notojishin_
56.pdf 
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（２）⽯川県における被害状況 

 １９市町のうち野々市市と能美郡川北町を除く１７市町に災害救助法が適⽤
され、県内全域に被災者⽣活再建⽀援法が適⽤された。４００を超える１次避
難所が開設され、２０２４年（令和６年）１⽉４⽇時点で３４，１７３名が避
難していた。孤⽴集落が被災地域全域に発⽣し、孤⽴集落からの避難者は同年
最⼤３，３４５名（同年１⽉５⽇）に及んだ。１．５次避難所（福祉避難
所）、２次避難所（ホテル、旅館）には最⼤５，２７５名が避難した（同年２
⽉１６⽇）。4 
 輪島市河合町付近で広範な⽕災被害、珠洲市、能登町でも⽕災被害が発⽣し
た。４２４か所の⼟砂災害、県が管理する８８河川で河道埋塞、堤防沈下、護
岸損壊等が、１０海岸で護岸損壊、半島の外浦側（輪島市など⻄側）では地盤
隆起被害が、内浦側（能登町など東側）では津波による浸⽔被害、⾦沢港や七
尾港では液状化被害が広範囲に発⽣した。 

県内広域に断⽔が発⽣し、加賀地⽅では１⽉に概ね断⽔が解消したものの、
能登町では同年５⽉１⽇、輪島市、珠洲市では同年５⽉３１⽇にようやく断⽔
が解消した（建物倒壊、⼟砂崩れ、電気未復旧等により早期復旧が困難な地域
を除く）。電⼒については地震発⽣後、県内で約４万⼾の停電が発⽣した。 
 ２０２５年（令和７年）３⽉１１⽇の県の発表によれば、死者５４１名（う
ち災害関連死３１３名）、⾏⽅不明者２名、重傷者３９１名、軽傷者８７６名
であり、住家被害は全壊６，１１５棟、半壊１８，５１７棟、⼀部破損９０，
９５５棟等の計１１５，５９８棟が発⽣した。半壊以上の⾮住家被害は公共建
物４４３棟、その他３６，５４９棟であった。5 
 １０万棟を超える住家被害に対し、応急仮設住宅（建設型）、賃貸型応急仮
設、公営住宅が提供され、応急仮設住宅（建設型）については２０２４年（令
和６年）８⽉中の完成が⽬指されたが、令和６年９⽉能登豪⾬の影響もあり、
同年１２⽉２３⽇に１０市町からの要望⼾数６，８８２⼾の建設が終わった。6 

 
4 ⽯川県ホームページ「⽬的別・令和 6 年（2024 年）能登半島地震に関する情報」被害報告 
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202401jishin-taisakuhonbu.html#higai 
5 ⽯川県ホームページ「⽬的別・令和 6 年（２０２４年）能登半島地震に関する情報」被害報
告・第１９４報 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202401jishin-taisakuhonbu.html#higai 
6 ⽯川県ホームページ「令和６年能登半島地震 復旧・復興のあゆみ」
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kanri/202401jishin.html 
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 ２０２５年（令和７年）３⽉１１⽇現在、輪島市の１次避難所３か所に９
名、広域避難所１か所に２名の⽅が避難している。 

 
（３）新潟県における被害状況 

 ３０市町村中１４市町に災害救助法の適⽤がなされ、１９９の避難所が開設
され、２０２４年（令和６年）１⽉２⽇８時３０分時点で、８９１名が避難し
ていた。新潟市に続き、県内全域に被災者⽣活再建⽀援法の適⽤があった。新
潟市、佐渡市で断減⽔、新潟市⻄区で地盤液状化による電柱被害による停電が
⽣じた。 
 ２０２５年（令和７年）２⽉２８⽇時点の新潟県の発表によれば、県全体で
５名の死者（すべて災害関連死）、１１名の重傷者、同年３⽉１０⽇時点の新
潟市の発表によれば、同市で４名の死者（災害関連死）、７名の重傷者が発⽣
した。 

同年２⽉２８⽇時点の県の発表では、県内広域で住家被害が全壊１０９棟、
半壊４，１２２棟、⼀部破損２０，３４８棟等の計２４，５９３棟発⽣し、半
壊以上の⾮住家被害が６８棟発⽣した。7 

このうち、県内でも建物被害棟数が多い新潟市においては、２０２５年（令
和７年）３⽉１０⽇時点の新潟市の発表によれば、罹災証明申請数２１，８８
３件であり、うち⻄区が１２，３７３件、⻄浦区が１，１１３件である。 

新潟市の建物被害棟数は以下のとおりであった。 

  

 
7 新潟県ホームページ「令和６年能登半島地震による被害状況⼀覧」､被害状況等第９６報
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kikitaisaku/jishin-20250228.html 
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 出典：新潟市報道資料「令和６年能登半島地震に関する被害概要（速報値）」8 
 
（４）富⼭県における被害状況 

 １５市町村中１３市町村に災害救助法の適⽤がなされ、４１７の避難所が開
設され、２０２４年（令和６年）１⽉２⽇時点で７６７名が避難していた。氷
⾒市、⼩⽮部市、射⽔市に続き、県内全域に被災者⽣活再建⽀援法の適⽤があ
った。 

氷⾒市、⾼岡市伏⽊・吉久・横⽥地区、射⽔市、富⼭市蓮町地区等で、液状
化被害が報じられている。 
 漏⽔による排⽔池⽔位低下により６市に断⽔が発⽣し、氷⾒市では２０２４
年（令和６年）１⽉２１⽇まで断⽔が継続した。２０２５年（令和７年）１⽉
３１⽇時点の県の発表によれば、⾼岡市で２名､富⼭市で１名の死者（全て災害
関連死）、富⼭市、射⽔市、⾼岡市、氷⾒市で重傷者が計１３名発⽣した。9液
状化被害等による住家被害は下記表のとおり２２，６９３棟にのぼり、道路・
河川・砂防・港湾・公園・下⽔道・県営住宅等の公共⼟⽊施設４１３か所、農
林⽔産関係２，８８６か所が被災した。地震被害の⼤きかった地区に限らず、
通常営業している宿泊施設もキャンセル・⾃粛による観光業への影響が⾒られ
た。10 
 富⼭県内の公営住宅に避難している⽅は、２０２５年（令和７年）２⽉１０
⽇時点で、富⼭県内被災者５４世帯８７名、⽯川県からの被災者１４世帯２２
名、賃貸型応急仮設住宅に避難している⽅は、富⼭県内被災者２００世帯５３
２名、２０２４（令和６年）１２⽉１７⽇時点の⽯川県からの被災者４６世帯
１０２名である。⁹ 
 

 
8 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bosai/hodo.files/250310saigaigaiyo.pdf 
9 富⼭県ホームページ「令和 6 年能登半島地震に係る県内被害状況（⼈的被害・住家被害等）」
第５２報 https://www.pref.toyama.jp/1900/bousaianzen/bousai/jishin/jishnn0101.html 
10 富⼭県ホームページ「第８回令和６年能登半島地震富⼭県復旧・復興本部員会議」資料１
https://www.pref.toyama.jp/documents/46039/01higai.pdf 
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出典：富⼭県「令和 6 年能登半島地震に係る県内被害状況」第５２報 

 
（５）福井県における被害状況 

 １７市町のうち福井市、あわら市、坂井市の３市に災害救助法が適⽤され
た。２０２５年（令和７年）３⽉１１⽇時点の内閣府防災の発表によれば、⼈
的被害は軽傷６名、住家被害半壊１２棟、⼀部破損８２０棟11、２０２４年
（令和６）３⽉２２⽇時点の福井県の発表によれば、県内の被害額は約４６億
円であった。 
 農林⽔産業関連施設、⼟⽊施設、その他施設、建物等の被害に加え、宿泊施
設では２０２４年（令和６年）１⽉から３⽉に、県内１４６宿泊施設において
予約キャンセルが １２，７０８件発⽣し、県内宿泊施設において計１，３４３
百万円の被害が⽣じた。 
 ⽯川県から福井県に避難された⽅は、同年３⽉２２⽇時点において、旅館・
ホテルに１６施設２６７名、公営住宅１２名、みなし仮設住宅（賃貸型応急仮

 
11 本⽂(１)にて前掲、内閣府防災情報のページ、⾮常災害対策本部「令和 6 年能登半島地震に係
る被害状況等について」（3/234 ⾴） 
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設住宅）５名、患者等１７病院５５名、施設⼊所者２１施設５６名、児童⽣徒
７名等であった。（２０２４（令和６年）３⽉２５⽇の県の発表12による。） 

 
２ 令和６年９⽉能登豪⾬ 

令和６年９⽉能登豪⾬による災害は激甚災害に指定され、⽯川県内の七尾市、
輪島市、珠洲市、⽻咋郡志賀町、鳳珠郡⽳⽔町、鳳珠郡能登町に災害救助法が適
⽤された。被災者⽣活再建⽀援法は輪島市、珠洲市に適⽤となった。 

⽯川県では、県管理の２８河川が氾濫し、３８河川で流⽊・⼟砂の堆積、護岸
損壊等の被害が発⽣した。輪島市、珠洲市で仮設住宅２２２⼾が床上浸⽔の被害
に遭った（２０２４年（令和６年）１０⽉１６⽇時点）。２６７か所の⼟砂災害
が新たに発⽣し、道路２５路線の通⾏⽌めが⽣じ、農地の法⾯崩落、⼟砂流⼊、
農業関連施設の破損等、公共施設２，２５０か所、個⼈所有の施設・機械２３３
か所で被害が⽣じた。農地約９５０ｈａに冠⽔が発⽣し、約１５０ｈａで農作物
被害が⽣じた。13 

内閣府防災ホームページの被害状況によれば、２０２４（令和６年）１２⽉２
４⽇時点で、⽯川県内の死者１６名、住家被害は全壊１１０棟、半壊５７６棟、
⼀部破損１１９棟、床上浸⽔５３棟、床下浸⽔７７０棟の合計１，６２８棟であ
る。⽯川県内で１５か所の避難所に避難している⽅が２４４名であった。再び⽔
道管被害等による断⽔が⽣じ、最⼤５，２１６⼾の断⽔が発⽣した。14 

同年１２⽉２６⽇時点の県の発表によれば、豪⾬による浸⽔被害が確認された
応急仮設住宅全⼾の修繕が同⽇完了し、⼟砂崩れや建物倒壊等による復旧困難地
区を除いて、全⼾で断⽔が解消した。15 

  
 
第４ 本集計及び分析の結果 

―無料法律相談のデータに現れた相談ニーズ 
 

 
12 福井県能登半島地震⽀援本部会議資料
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kikitaisaku/suzushishien_d/fil/240325.pdf 
13 ⽯川県ホームページ「令和 6 年能登半島地震復旧・復興のあゆみ」
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kanri/202401jishin.html、２０２４（令和６年）１０⽉１６⽇
⽯川県災害対策本部員会議・資料 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/20240921ooame.html 
14 内閣府防災ホームページ掲載「令和６年９⽉２０⽇からの⼤⾬による被害状況等について」
https://www.bousai.go.jp/updates/r6typhoon9/pdf/r6typhoon9_14.pdf 
15 ⽯川県知事会⾒・資料 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/chiji/kisya/r6_12_26/1.html 
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１ 相談者の属性及び本無料相談を知った経緯 
（１）相談者の属性 

ア 被災時の住所16 
 相談者の被災当時の住所（被災場所）については、⽯川県を被災地とする相
談が本集計及び分析の対象とした相談データの７５％を占め、富⼭県を被災地
とする相談が２０％強となっている。ただし、新潟県弁護⼠会が実施した相談
のデータが未収集であるなど、対象とした相談データに偏りがあることに留意
する必要がある。 

⽯川県内では輪島市が２２％と最も多く、富⼭県内では⾼岡市が５４．
６％、新潟県内では新潟市⻄区を被災地とする相談が全体の７割以上を占めて
いる。 

イ 相談者の年代17 
 相談者の年代は、６０代、５０代、７０代の順に多く、４０代、３０代と続
く。ただし、相談者の年代が⼊⼒されておらず年代不明の相談データが多い。 

ウ 相談時の居所18 
 本集計及び分析の全体版では、⾃宅からの相談が７割、⾃宅以外に避難して
いる⽅からの相談が３割という結果である。全体では、年間を通じて⾃宅から
の相談が最も多く、避難環境が相談の可否に影響することがうかがわれる。２
０２４（令和６）年５⽉においても、⾞庫・⾞中泊の⽅からの相談があった。
地震後半年の間は、知⼈・親族宅・避難所・公営住宅（⼀時提供）からの相談
が多く⾒られた。地震の後に再建した⾃宅、別の地に購⼊あるいは転居した⾃
宅からの相談は、６⽉以降に⾒られ、１１⽉に微増しているが、全体として少
数にとどまる。１０⽉においても、避難所からの相談があった（令和６年９⽉
能登豪⾬との⼆重被災地では、仮設住宅⼊居開始が遅れた。同年１２⽉２７⽇
時点でも 1 次避難所に避難している⽅もいる）。介護施設や病院に⼊所・⼊院
中の⽅からの相談も、年間を通じて⼀定数⾒られる。なお、代理相談の場合も
ある。 
 富⼭県弁護⼠会の実施した相談については、⾃宅からの相談が８割以上、⾃
宅以外に避難中の⽅からの相談が２割未満という結果である。⾃宅以外の避難

 
16 別添資料：全体版 8/38 ⾴「被災時の住所・被災場所」 
17 別添資料：全体版 3/38 ⾴、富⼭県弁護⼠会担当版 3/23 ⾴「本無料相談を知った経緯〔年代
別・経緯別の割合〕、最下⾏「年代別合計」 
18 別添資料：全体版 4〜6/38 ⾴、富⼭県弁護⼠会担当版 4〜6/23 ⾴「相談時の居所の割合・⽉
次推移」 

15 / 33



令和６年能登半島地震被災者向け無料法律相談データ集計及び分析結果（第１次分析） 

 

先として、同年１⽉には知⼈・親族宅が多く、次いで賃貸住宅と公営住宅の⼀
時使⽤が同程度であった。 

エ 相談⽅法と相談時の居所の傾向19 
本集計及び分析の全体版では、⾃宅からの相談者では、電話：⾯談の⽐が

８：２、⾃宅以外からの相談者では同じく９：１である。電話相談の相談デー
タはほぼ収集できている⼀⽅、⾯談相談のデータが少ないという偏りがあるた
め、実態の把握は難しい。その点は留保しなければならないが、しかし、在宅
避難者の⽅が⾃宅外避難者よりも⾯談相談の率が⾼いことから、在宅の被災者
の⽅が⾯談相談にもアクセスしやすい状況（相談会情報、相談に関係する資料
等）にあると思われる。 

富⼭県弁護⼠会の担当した相談では、電話相談と⾯談相談のデータ全体を収
集できているところ、⾃宅からの相談も、⾃宅以外に避難している⽅からの相
談も、いずれも電話：⾯談の⽐が３：７と、⾯談相談が多い。同会では、住家
被害の⼤きな地域（⾼岡市、氷⾒市）において現地相談会を定期的に実施して
いることにより、⾯談相談へのアクセスがよいものと思われる。 

 
（２）本無料相談を知った経緯20 
 ア 本無料相談全体について 

本集計及び分析の全体版では、本無料相談を知った経緯として、まず⾃治体
窓⼝（９．３％）・⾃治体ホームページ（６．９％）・⾃治体経由その他
（５．６％）の⾃治体経由が最も多く、次いで弁護⼠・弁護⼠会のホームペー
ジ（９％）・弁護⼠会からの紹介などその他（６．８％）の弁護⼠・弁護⼠会
経由が多く、次に新聞（７．１％）との回答が多い。 

年代との関係では、７０代、６０代は⾃治体窓⼝や新聞の割合が⾼く、５０
代、４０代では新聞の割合は減り、弁護⼠会や⾃治体のホームページの割合が
増える。 

ホームページについては、弁護⼠会のホームページのほか永野海弁護⼠（静
岡県弁護⼠会）が運営及び管理するホームページ「ひさぽ」を挙げる回答がよ
く⾒られる。新聞については、⽯川県内で購読率が⾼い地⽅紙２紙において、

 
19 別添資料：全体版 6/38 ⾴、富⼭県弁護⼠会担当版 6/23 ⾴「相談時の居所による相談⽅法の
傾向」 
20 別添資料：全体版 3/38 ⾴、富⼭県弁護⼠会担当版 3/23 ⾴「本無料相談を知った経緯〔年代
別・経緯別の割合〕 
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各種⽣活⽀援情報のホームページに⽇弁連及び⾦沢弁護⼠会の電話相談が毎⽇
掲載されている効果が⾼いと思われる。 

SNS の中では LINE（４．４％）が突出して⾼いが、これは１０４件中１０
３件が⾃治体 LINE という富⼭県弁護⼠会実施分の回答であり、実質的には⾃
治体の広報 SNS である。ほとんどの基礎⾃治体は、SNS の公式アカウントで
災害関連情報を流しており、⾃治体によっては SNS での広報が⾯談相談会の
周知の⼀翼を担っている。その他、⽯川県能登地⽅の⾃治体では、広報誌、防
災⾏政無線等によって⾯談相談会を広報しており、弁護⼠会内で共有されてい
る法テラス号派遣担当弁護⼠や⾦沢弁護⼠会による相談会報告書によれば、期
間経過とともに、弁護⼠会及び法テラス号による相談活動の認知度が⾼まって
いる様⼦がうかがわれる。 

イ 富⼭県弁護⼠会の担当した相談について 
富⼭県弁護⼠会実施相談のデータは電話相談：⾯談相談の⽐が３：７である

ところ21、本無料相談を知った経緯としては、⾃治体の LINE（２２％）、⾃
治体経由その他（２０％）、⾃治体ホームページ（１４．９％）等、⾃治体の
広報経由が最も多い。同会の現地⾯談相談は、市役所や市のコミュニティセン
ターで開催されており、⾃治体との連携が功を奏し、住⺠に周知されていると
いえよう。 

 
２ 相談内容の傾向 
（１）全体の傾向22 

２２に分類した相談類型23のうち、全期間を通じて、最も相談が多いのは公
的⽀援制度に関する相談である（全体版２７．７８％、富⼭県弁護⼠会担当版
３３．４５％）。次いで、⼯作物責任・相隣関係に関する相談（全体版１８．
３％、富⼭県弁護⼠会担当版２４．６１％）、所有不動産に関する相談（全体
版１４．０２％、富⼭県弁護⼠会担当版１３．８６％）が多い。他には、相
続、既往の借⼊⾦、賃貸借に関する相談が、⽐較的多い。 

本報告書本⽂では、特に相談の多い上記３類型について分析を⾏うが、相談
者が直⾯している事象について多⾯的に把握する⽬的で、相談類型横断的に関
連した相談類型に及ぶ事例にも⾔及することがある。 

 
21 別添資料：富⼭県弁護⼠会担当版 6/23 ⾴「相談時の居所による相談⽅法の傾向」 
22 別添資料：全体版 9/38 ⾴、富⼭県弁護⼠会担当版 8/23 ⾴「相談内容の傾向」 
23 分類の基準とした２２の相談類型及びその下の各⼩類型の定義については、別表「相談類型
及び⼩類型の定義」を参照されたい。 
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その他の相談類型及び⼩類型については、別添資料「相談類型ごとの内容分
析」（全体版 14/38 ⾴以下、富⼭県弁護⼠会担当版 13/23 ⾴以下）において、
相談類型の定義順に、集計及び具体的相談事例からうかがわれる傾向並びに背
景にある事象について述べる。 

 
（２）相談内容の⽉次推移24 

 ２０２４（令和６年）１⽉から１１⽉あるいは１２⽉の相談内容の変化を概
観する。時期によって相談件数が異なるものの、相談類型に分類した場合、常
に上位２０％に⼊ってくる相談は、公的⽀援制度、所有不動産に関する相談で
ある。概ね全体と富⼭県に共通した傾向と⾔える。 

⼯作物責任・相隣関係に関する相談は、同年１⽉、２⽉といった初期に突出
して多く寄せられ、その後は相談数が減少している。建物賃貸借に関する相談
も同年１⽉、２⽉の当初に多く、住家被害の多さに関連し、多くの⽅がまず直
⾯する問題が倒壊建物や住居の問題であったことがうかがえる。これらは全体
と富⼭県に共通する傾向である。 

所有不動産の処分や保存に関する相談は、全体では同年１⽉、２⽉よりも３
⽉、４⽉頃に増えている。能登半島の道路交通事情から避難している⽅が⾃宅
を⾒に⾏くことがより増えた時期であり、同時期に相続の相談が増えているこ
とも併せ考えると、公費解体の具体的検討が始まったことと関連する可能性が
ある。 

中〜後期に全体に占める割合が増えていく相談類型は、その他の契約問題で
ある。ここには、発災前に締結した契約の帰すうに関する相談のほか、発災後
に締結した契約に関する問題を分類していることから、地震によって破損した
建物や⽔道の修理⼯事等の契約に関する問題が起こり、相談ニーズが多く発⽣
した状況が現れている。 

富⼭県においては、特に初期に相談件数が集中しており、能登半島地震の全
体の中では、早期に相談ができる状況にあったこと（例えば⾃宅の状況を把握
しやすい等）がうかがわれる。また同年１⽉、２⽉の当初から、所有不動産の
処分や保存、相続に関する相談が多い。全体に相談件数が減少する中〜後期に
あっても、公的⽀援制度、⼯作物責任・相隣関係、その他の契約に関する相談
は、時折増加する傾向が⾒られる。 

 
24 別添資料：別添資料：全体版 10/38 ⾴、富⼭県弁護⼠会担当版 9/23 ⾴「相談内容の全体に占
める割合・⽉次推移」、全体版 11/38 ⾴、富⼭県弁護⼠会担当版 10/23 ⾴「相談類型・類型数の
⽉次推移」 
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  公的⽀援制度に関する相談中の⼩類型の傾向及び推移については、次項
（３）アにて述べる。 

 
（３）相談類型ごとの傾向 

ア 公的⽀援制度に関する相談 
（ア）公的⽀援制度に関する相談−⼩類型の傾向25 

全体版では、公的⽀援制度に関する相談の中で、建物の解体に関するもの
が際⽴って多い（３３．１％）。次いで、住家被害認定（１５．５％）、そ
の次に⽀援⾦・罹災証明書の発⾏（「住家」の要件、「再調査を申請すると
不利益がある」と告げられた等⼿続の問題等）・使える制度全般を知りたい
という相談が多く寄せられた（各７．８％）。 

これに対し、富⼭県弁護⼠会の実施した相談では、住家被害認定に関する
相談が最多（２４．１％）、次いで建物の解体（２１．１％）、使える制度
全般を知りたいという相談（１３．１％）、⽀援⾦・建物の修理（各１０．
３％）に関する相談が多く寄せられた。 

（イ）公的⽀援制度に関する相談−⼩類型の⽉次推移26 
 全体版では、建物の解体に関する相談が２０２４（令和６年）３⽉、４⽉
頃に急増し、中〜後期も⼀定数を保っており、公費解体に関する相談ニーズ
が依然として継続していることを⽰している。住家被害認定、⽀援⾦に関す
る相談も、全期間を通じて⼀定割合を占めている。 
 富⼭県弁護⼠会担当版では、いずれの相談も初期に集中し、その後減少し
ているが、同年８⽉に相談会が実施されたためか、複数の⼩類型で同年８⽉
に⼀定程度増加している。住家被害認定の相談は特に多いほか、建物解体に
次いで建物修理の相談も⽐較的多い。同会が液状化被害の発⽣している地域
（⾼岡市、氷⾒市等）で相談会を多数実施していることと併せ、敷地の被害
によっても住家被害認定が「半壊」27未満とされ、住家被害認定結果に対する
不満が多い状況（個々の相談事例の具体的内容からも明らかである。）、建
物の修理を検討する家屋が多い状況がうかがわれる。 

 
25 別添資料：全体版 32/38 ⾴、富⼭県弁護⼠会担当版 22/23 ⾴「１９公的⽀援制度に関する相
談」 
26 別添資料：全体版 12〜13/38 ⾴、富⼭県弁護⼠会担当版 11〜12/23 ⾴「公的⽀援制度に関す
る相談の⼩類型・⽉次推移」 
27 公費による建物解体の申請には、半壊以上の被害認定結果が必要となる。 
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（ウ）公的⽀援制度−建物の解体28 
 公費解体の申請29に際し、相続未登記建物の共同相続⼈の同意に関係する相
談がとりわけ多く寄せられた。その他、倒壊家屋による隣家への被害等の相
隣関係が広く問題になっていることから、他⼈所有の建物についても、親
族、地域コミュニティ等から公費解体を望む相談が寄せられた。被災地以外
からの相談で、⾃治体から公費解体申請を求められたが、これに応じて不利
益はないかという相談も少数あった。 
 公費解体を巡っては、⼀件の相談事例が、所有不動産の中の⼩類型「１−
２共有不動産の処分」、相続の中の⼩類型「１５−２相続登記未了不動産に
関する相談」にも分類されることが通常であるため、別添資料の「相談類型
ごとの内容分析」中「１所有不動産」「１５相続」の事例も参照されたい。 
 各相談の背景に着⽬すれば、家屋、納屋、蔵などの多い能登地⽅で、何世
代もの相続未登記不動産は通例であった。公費解体申請に全権利者の同意を
要件とされるため、何代にもわたる共同相続⼈探索の困難や、権利者の不
明・⾮協⼒、親族の⼊院や障がいのための同意困難、抵当権者の探索困難な
どの問題がそこかしこで発⽣していた。⾃治体にとっても財産権侵害は回避
したいところであり、被災地復興の前に⽴ちはだかる⼤きな問題となってい
ることがうかがえた。２０２４年（令和６年）４⽉からの相続登記申請の義
務化に⾔及し、懸念する相談も複数⾒られた（明⽰的に登記申請義務化の法
改正や違反に対するペナルティに⾔及する等の相談は６件）。 
 同年５⽉２８⽇、国（環境省・法務省）は、倒壊・焼失・流失等により家
屋が滅失し建物性が失われているなど⼀定の場合には、全所有者の同意を得
なくても公費解体を可能とし、共有者の意向が不明な場合にいわゆる「宣誓
書⽅式」も利⽤可能とする通知を発出した。それでもなお、原則として全所
有者の同意を必要とする⽅針を維持する⾃治体もあり、同年６⽉以後も本無
料相談には、「全壊家屋でも市に宣誓書⽅式は認めないと⾔われ、４世代前
からの共有者を探している」といった相談が寄せられた。 

 
28 別添資料：全体版 34/38 ⾴「１９−５建物の解体」 
29 公費解体の申請期限は、当初は２０２４年（令和６年）６⽉末などと定める⾃治体が多かった
が、多くの⾃治体において複数回延⻑された。２０２５年（令和７年）３⽉現在では、申請受
付を終了した⾃治体と、同⽉末⽇としている⾃治体、奥能登地域等で更に期限を延⻑した⾃治
体とがある（⽯川県発表 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/kouhikaitai.html、富⼭県発表
https://www.pref.toyama.jp/1705/bousaianzen/saigai/kohikaitai.html）。新潟県新潟市は当初同
年７⽉末としていたが、同年１２⽉２７⽇と延⻑の上、終了した。（新潟市発表 
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/gomi/oshirase/jkouhikaitai_yokoku.html） 
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（エ）公的⽀援制度−住家被害認定30 
地盤液状化の被害を受けている地域では、被害認定に納得できないという

相談が多数寄せられた。敷地に地割れがあっても、程度が軽く評価されてい
るという相談も多い。富⼭県弁護⼠会の担当した相談事例中では、⾮住家に
ついては⼀部損壊と認定していると⾔われた旨の相談も散⾒された（現在は
対応が変更されている可能性もある）。 

罹災証明書の住家被害認定の損壊の程度によって、受領できる⽀援⾦や義
援⾦、応急修理や仮設住宅⼊居等の可能性が全く異なり、半壊以上であるか
否かにより、受けられる⽀援の範囲が⼤きく異なる。⽇弁連主催・⾦沢弁護
⼠会共催の２０２４年（令和６年）１０⽉８⽇開催シンポジウム「能登半島
地震 ⼆⼈三脚の復興を⽬指す〜罹災証明問題を考える〜」では、被害認定
調査における問題を多⾓的に取り上げた。また、⽇弁連は、各種相談を通じ
て把握した問題点に対する改善の具体的な提⾔として、「罹災証明書に係る
住家被害認定調査票（写し）の交付に関する意⾒書」31を同年１２⽉１９⽇に
発出した。同意⾒書は、市区町村は被災者から求めがあったときは、罹災証
明書記載の被害の程度の根拠資料である住家被害認定調査票の写しを速やか
に交付すべきである等の提⾔を⾏ったものである。 

 
 イ ⼯作物責任・相隣関係に関する相談 

（ア）⼯作物責任・相隣関係−典型的な相談と助⾔内容 
 建物や塀、灯篭、電柱等の⼟地⼯作物が倒壊して、隣地の建物や⾞、塀、
墓等他⼈の財産権の対象物を損傷した事案に関する相談である。加害側から
も被害側からも相談があり、妨害排除⼜は予防請求（全体版３４．８％）や
損害賠償請求（全体版４５．１％）の相談が多い。墓地の墓⽯の倒壊、損傷
の相談も⽐較的多い（全体版６．５％）。２階ほどの⾼さのある灯篭が倒壊
したという事例も複数寄せられた。32 
 このような相談に対しては、被災地弁護⼠会が運営する災害時 ADR を勧
めることが多い（本集計及び分析中「⼯作物責任・相隣関係」に該当する５
４８件のうち１３６件で ADR を勧め⼜は紹介している。）。前述のよう
に、地震発⽣から初期に相談件数が多い類型で、２０２４年（令和６年）３
⽉頃から減少傾向となるが、当該時期に公費解体が進んで相隣問題が解決し

 
30 別添資料：全体版 33/38 ⾴「１９−２住家被害認定」、富⼭県弁護⼠会担当版 23/23 ⾴ 
31 ⽇弁連 https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2024/241219.html 
32 別添資料：全体版 18/38 ⾴「６⼯作物責任・相隣関係に関する相談」 
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ていたという訳ではなく33、ADR 申⽴件数は今後も積み重なっていくと思わ
れる 。 

（イ）⼯作物責任・相隣関係−富⼭県における相談内容の傾向34 
富⼭県弁護⼠会の実施した相談事例からすると、富⼭県では壁を共有する

⻑屋⽅式の区分所有建物が多く存在し、うち１軒の解体によって外壁が取り
壊され、残存家屋のために新たな外壁設置が必要となり、その費⽤負担につ
いて問題となることが多いようである。また、同県においてはマンションに
おける相隣関係の相談も多く、地震によって各⼾内の電気温⽔器が倒れて⽔
道管が損傷し、階下に⽔漏れ被害を⽣じさせたという相談が、富⼭県及び⽯
川県の広域から多く寄せられた。また、同県⾼岡市等では地盤の液状化被害
に伴う道路や⽔路の損壊について、責任を負う主体を尋ねる相談も複数寄せ
られた。 

（ウ）⼯作物責任・相隣関係−その他（解体に伴う新たな問題）35 
建物解体に関連し、本相談類型の⼩類型「その他」に分類した相談のうち

相当数が、建物解体に伴う隣接不動産所有者の同意に関する問題である。⽯
川県奥能登の２市２町（珠洲市、輪島市、⽳⽔町、能登町）は、公費解体に
際し、隣接する建物の所有者等の同意取得を原則としている。解体作業の前
に作業で隣接建物等を損傷した場合に備えた免責の同意を求める場合もあ
り、解体する建物の所有者及び隣接不動産所有者、双⽅からの相談が多い。
また、倒れかかってきている建物の所有者が不明である、所有者に連絡がつ
かない、所有者の相続⼈に相続放棄したから関知しないと⾔われたといった
問題も⽣じており、こちらも相続未登記の問題と同様に、公費解体を進める
障壁となっている。 

また、富⼭県弁護⼠会の実施した相談においては、壁を共有する⻑屋⽅式
の区分所有建物における解体に際して、残る家に外壁を設ける費⽤の負担に
ついて尋ねる相談や、⼟地の境界に設置された塀の解体や再築に関する相談
が多数寄せられた。36 

 
33 例えば、⽯川県は同年８⽉末時点の公費解体率は解体⾒込み数の８．７％と発表している。
⽯川県ホームページ「加速化プランに基づく公費解体の進捗状況」（２０２５年（令和７年）２
⽉末時点）https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/kouhikaitai.html 
34 別添資料：富⼭県弁護⼠会担当版 15〜16/23 ⾴「６⼯作物責任・相隣関係に関する相談」 
35 別添資料：全体版 20/38 ⾴、富⼭県弁護⼠会担当版 16/23 ⾴ 
36 別添資料：富⼭県弁護⼠会担当版 15/23 ⾴ 
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 （エ）⼯作物責任・相隣関係−相談ニーズの継続37 
 損害賠償の相談のうちには、倒壊してきた隣家による⾃宅への被害が⽣じ
ているものの、⾃宅家屋の解体に隣家の同意が必要なため、その公費解体が
済んでから、隣家に対して修理費⽤や損害填補の分担を求めることを考えて
いる、という相談もあった。また、令和６年能登半島地震で発⽣した倒壊等
について、⻑期間が経過しても対処されない場合に、あらためて妨害排除や
修繕を求める相談が寄せられており、相談事例の全般からうかがわれる管理
されていない空き家の存在、被災した不動産を⼿放したいとのニーズが⾼い
こと等を踏まえると、今後時間が経過しても本相談類型の相談ニーズは継続
するものと予想される。 

 
 ウ 所有不動産に関する相談38 

不動産の処分に関し、被災した不動産を⼿放したいという相談が多く寄せら
れた。解体したいが古い抵当権登記が残っている等、処分の制限に関する相
談、建物の修理の⽅法や業者の情報を尋ねる相談、建物の修理と解体再築の間
で迷っている⽅の相談等が寄せられた。共有不動産の処分に関しては、解体し
たいが共有者の同意が取得できないなど、相続未登記不動産の処分の相談が⼤
変多く寄せられた。 
 売買の瑕疵、⼯事の瑕疵に関しては、地盤沈下や家の傾き等の被害に関連し
て、宅地造成や分譲、建築⼯事を⾏った業者・⾃治体の責任を問いたいという
相談、マンションの設備に関する⼯事の責任を問う相談が多く寄せられた。 

  
 
第５ 本集計及び分析を踏まえた提⾔−アウトリーチかつワンストップ相談の必要

性及び効果 
 
１ 令和６年能登半島地震発⽣から１年を経過した相談ニーズの状況 

公的⽀援制度に関する相談は１年で収束せず、時期によって内容を変えなが
ら、常に最も⾼い割合を占めている。令和６年能登半島地震及び令和６年９⽉能
登豪⾬の被災地域では、多くの⼈が悩みを抱え、適切な助⾔や⽀援制度を求めて
いることが明らかである。 

 
37 別添資料：全体版 20/38 ⾴、富⼭県弁護⼠会担当版 16/23 ⾴ 
38 別添資料：全体版 14/38 ⾴、富⼭県弁護⼠会担当版 13/23 ⾴「1 所有不動産に関する相談」 
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令和６年９⽉能登豪⾬災害後、⾦沢弁護⼠会では電話相談件数が増加傾向にあ
り、現地相談会の開催回数も増加している。また、富⼭県弁護⼠会においても、
現地⾯談相談会の継続を⾃治体から要望されているということである。 

２０２４年（令和６年）後半の相談内容を⾒ると、罹災証明の被害認定結果判
定、⼆次調査・三次調査の結果を受けての相談など、問題が個別化し深くなって
いる。⼟地の液状化被害など問題が継続し、あるいは建物の解体に伴う相隣関係
等新たに発⽣する相談ニーズも予想される。 

 
２ 多職種連携によるアウトリーチかつワンストップ型相談⽀援の取組 

⽯川県や富⼭県では、弁護⼠と建築⼠とのコラボレーションによる相談活動が
⾏われており、特に特定⾮営利活動法⼈が企画する⼾別訪問によるプッシュ型の
ワンストップ相談は、⽀援ニーズに応える⼤きな効果を発揮している。アウトリ
ーチ相談については、被災地における相談会（プル型⽀援）と⼾別訪問相談（プ
ッシュ型⽀援）を組み合わせた相談活動が展開されていくことが望ましいと思わ
れる。プッシュ型⽀援には、潜在的な相談ニーズをすくい上げる、地域の住⺠や
社会福祉協議会等の⽀援者との連携が不可⽋である。 

ワンストップ相談（⼠業連携かつ⾃治体との連携による相談活動）について
は、⾦沢弁護⼠会が令和５年奥能登地震の発⽣後から現在も１０⼠業による合同
無料相談会39を被災地域現地において定期的に開催しているほか、富⼭県弁護⼠
会が富⼭県⾼岡市伏⽊地区において、弁護⼠と建築⼠の連携による相談会を２０
２４年（令和６年）８⽉１１⽇に実施した。また、⽯川県内において、近畿災害
対策まちづくり⽀援機構の主催、⾦沢弁護⼠会、能登町及び能登復興建築⼈会議
との共催（東京の災害復興まちづくり⽀援機構も協⼒）による相談会が継続的に
開催されている。新潟県弁護⼠会でも、対象を被災者に限らないが、１１専⾨業
種の合同相談や、保健福祉や⼼理と弁護⼠の合同オンライン相談など、ワンスト
ップ相談の活動を幅広く展開している。 

以上のように、令和６年能登半島地震の被災地においては、アウトリーチかつ
ワンストップの相談活動が多様に展開されている。このような相談活動は、全国
の弁護⼠が⻑期間にわたって継続的に携わり、発展させていくべきものである。 

      以上 

 
39 従来は、建築⼠を含まない公認会計⼠、⾏政書⼠、弁理⼠、中⼩企業診断⼠、税理⼠、不動
産鑑定⼠、司法書⼠、⼟地家屋調査⼠、弁護⼠、社会保険労務⼠の１０⼠業であったが、令和
６年能登半島地震の発⽣後、建築⼠もこれに参加している。 
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相談類型 定義 

１ 所有不動産 

土地若しくは建物の所有者、その親族又は当

該不動産の取得予定者が、当該不動産に関

し、令和６年能登半島地震に関連して直面し

ている問題に関する相談 

 

1-1 不動産の処分・保存 

不動産の処分又は保存に関し、その所有者が

令和６年能登半島地震に関連して直面してい

る問題に関する相談 
例えば、次のような相談を本小類型に分類す

る。 
 所有する不動産が令和６年能登半島地震の

ために毀損されたがどうすればよいか、令和

６年能登半島地震のために毀損された不動

産を売却若しくは贈与し、又は所有権放棄

をしたいがどうすればよいか、令和６年能

登半島地震のために毀損された所有建物

を解体して再築したいがどうすればよい

かといった相談 
 抵当権が設定された所有建物が令和６年能

登半島地震のために毀損された場合、又は

当該建物を解体し、若しくは再築する場合

における、当該抵当権の取扱いに関する相

談 
 所有する建物を解体し再築するに際して

の建築基準法所定の接道義務のような、所

有権の制限に関する相談 
 事理弁識能力が十分でない親族が所有する

建物を解体することの可否や解体のため

の手続を尋ねる相談 

1-2 共有不動産の処分 

共有不動産（遺産分割が未了のため登記上の

所有名義が被相続人名義のまま変更されて

いない不動産を含む。）の処分に関し、その

共有者の一部が令和６年能登半島地震に関連

して直面している問題に関する相談 

1-3 区分所有権 

分譲マンションその他の区分所有建物に関

し、その専有部分の区分所有者が令和６年能

登半島地震に関連して直面している問題に

関する相談 

1-4 境界 
令和６年能登半島地震に関連して所有する

土地の境界に関して生じた問題に関する相

談 
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1-5 工事の瑕疵 

建物若しくは建物が存する地盤に関し、当該

建物若しくは地盤に関する工事の請負人が

責任を負うべき瑕疵が存在する、又はその可

能性があるとする相談 

1-6 売買の瑕疵 

建物若しくは建物が存する地盤に関し、当該

建物若しくは地盤の売主若しくはその売買

の媒介業者が責任を負うべき瑕疵が存在する

又はその可能性があるとする相談 
売主又は媒介業者に説明義務違反があった

とする相談も本相談類型に分類する。 

1-7 その他 
本相談類型に分類される相談のうち、以上の

小類型にあてはまらない相談 

 ※ 

所有不動産が令和６年能登半島地震のために毀損されたことに関連して

近隣に所在する不動産の所有者等との間において生じた妨害の排除若し

くは予防又は損害賠償に関する相談は、〔６ 工作物責任・相隣関係〕に

分類する。 

所有不動産が令和６年能登半島地震のために毀損された場合の当該不動

産の住宅ローンに係る借入金に関する相談は、〔７ 既往の借入金〕に分

類する。 

新築建物の完成後又は不動産売買契約の締結後、目的不動産の引渡し前

に、当該目的不動産が令和６年能登半島地震のために毀損された場合に関

する相談は、〔13 その他の契約問題〕に分類する。 

所有不動産が令和６年能登半島地震のために毀損された場合の公的支援

制度に関する相談は、〔19 公的支援制度〕に分類する。 

２ 所有自動車・船舶等 

自動車若しくは船舶の所有者、その親族又は

当該自動車若しくは船舶の取得予定者が、当

該自動車又は船舶に関し、令和６年能登半島

地震に関連して直面している問題に関する

相談 

３ 預金・株式等の資産 
預貯金通帳又は有価証券に関し、令和６年能

登半島地震に関連して直面している問題に

関する相談 

４ 土地の賃貸借 

令和６年能登半島地震発生前に締結した土

地の賃貸借契約又は使用貸借契約に関し、令

和６年能登半島地震に関連して生じた問題

に関する相談 
 
相談に係る当事者が賃借人であるか賃貸人

であるかを問わない。 

５ 建物の賃貸借 

令和６年能登半島地震発生前に締結した建

物の賃貸借契約又は使用貸借契約に関し、令

和６年能登半島地震に関連して生じた問題

に関する相談 
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相談に係る当事者が賃借人であるか賃貸人

であるかを問わない。 

６ 工作物責任・相隣関係 

令和６年能登半島地震のために所有する不

動産若しくは土地の工作物が毀損され、又は

他者が所有する不動産若しくは土地の工作

物が毀損されたことに関連して当該他者等

との間において生じた妨害の排除若しくは

予防又は損害賠償に関する相談 

 

6-1 妨害排除・予防 

令和６年能登半島地震のために、自身が所有

又は管理する土地に他者所有地から土砂や

木、毀損された建物の塀や石垣等が流入した

（反対に、自身が所有又は管理する土地から

他者所有地に土砂等が流出した）場合、若し

くは隣家が毀損されて相談者の居住建物に

倒れかかっている（反対に、相談者の居住建

物が隣家に倒れかかっている）場合に採るべ

き対応や責任の所在、又は、令和６年能登半

島地震のために上記の被害が発生するおそ

れが生じている場合に採るべき対応や責任

の所在といった、妨害の排除や予防に関する

相談 

6-2 損害賠償 

令和６年能登半島地震のために、自身が所有

又は管理する土地に他者所有地から土砂や

木、毀損された建物の塀や石垣等が流入した

（反対に、自身が所有又は管理する土地から

他者所有地に土砂等が流出した）場合、自身

が所有する建物に屋根瓦の落下や塀の倒壊

が生じ、これを原因として他者所有の建物や

自動車、車庫、物置又は設備（室外機等）を

毀損した（反対に毀損された）場合、又は、

集合住宅において上階に漏水が生じて被害

を受けた（反対に、漏水により下階に被害を

与えた）場合における、損害賠償に関する相

談 

 

6-2-1 損害既発生 
本小類型のうち損害が既に発生している件

に関する相談 

6-2-2 損害未発生 
本小類型のうち損害の発生前の件に関する

相談 

6-2-3 不明 
本小類型のうち損害の発生有無が不明な件

に関する相談 

6-3 営造物責任 

所有不動産が毀損されたことが道路、河川そ

の他の公の営造物の設置若しくは管理の瑕

疵によるものである場合又はその可能性が

ある場合の国又は公共団体の賠償責任に関
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する相談 

6-4 墓石の倒壊 

令和６年能登半島地震のために、隣地の墓石

等が倒壊して相談者の墓石が毀損された（反

対に、相談者の墓石等が倒壊して隣地の墓石

を毀損した）場合における、損害賠償等に関

する相談 

6-5 その他 

本相談類型に分類される相談のうち、以上

の小類型にあてはまらない相談 
 
例えば、次のような相談を本小類型に分類す

る。 
 隣地との間にある塀や擁壁（隣地所有者と

の共有又は所有者不明）が令和６年能登半

島地震のために毀損された場合における

対応や修理費用の負担者に関する相談 
 近隣の他者所有建物の解体又は修繕工事

に関する相談 
 居住建物の解体又は修繕工事に伴う近隣

の他者所有地への立入り等に関する相談 

７ 既往の借入金 

令和６年能登半島地震以前に借り入れた住

宅ローン若しくは自動車ローンに係る借入

金又は事業資金その他の借入金について、令

和６年能登半島地震のためにその残債務の

返済に関して生じた問題に関する相談 
 
「自然災害による被災者の債務整理に関す

るガイドライン」（以下「被災ローン減免制

度」という。）に関する相談は、本相談類型

に分類する。 

 

 

7-1 住宅ローン 
令和６年能登半島地震以前に組んだ住宅ロ

ーンに係る借入金に関する相談 

 

7-2 リフォームローン 
令和６年能登半島地震以前に組んだリフォ

ームローンに係る借入金に関する相談 

7-3 自動車ローン 
令和６年能登半島地震以前に契約した自動

車のローン又はリースに関する相談 

7-4 船舶ローン 
令和６年能登半島地震以前に契約した船舶

のローン又はリースに関する相談 

7-5 事業性ローン 
令和６年能登半島地震以前に事業資金とし

て借り入れた金員に関する相談 

7-6 その他の借入金 

本相談類型に分類される既往の借入金に関

する相談のうち、上記 5 つの小類型の債務種

別以外の種別の借入金に関する相談 
 
例えば、貸金業者からの借入金、信販会社の

立替金に係る返還債務、太陽光発電システム
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の導入費用のローン（ソーラーローン）、教

育ローン及び給湯器設置費用のローンに係

る借入金に関する問題は、本相談類型に分類

する。 

7-7 保証債務 
令和６年能登半島地震以前に契約した保証

債務に関する相談 

7-8 債務種別不明 
令和６年能登半島地震以前に発生した債務

の種別が不明である相談 

手続 

7-9 ガイドラインの手続き

に関する相談 

専ら被災ローン減免制度の手続きに関して

質問をする相談 

7-10 金融機関からの相談 債権者である金融機関の担当者からの相談 

7-11 その他 
本相談類型に分類される相談のうち、以上の

小類型にあてはまらない相談 

８ 新たな融資 

令和６年能登半島地震に関連して新たな融

資を受ける必要が生じた場合において、これ

を受けることの可否若しくは手続に関する

相談、又はこれを受けるための制度に関する

相談 

９ 債権回収 
令和６年能登半島地震に関連して債権の回

収に関して生じた問題に関する相談 

10 保険 
令和６年能登半島地震に関連して生命保険、

損害保険又は各種共済に関して生じた問題

に関する相談 

11 労働問題 
令和６年能登半島地震に関連して労働契約

に関して生じた問題に関する相談 

11-1 解雇・退職勧奨 

令和６年能登半島地震に関連して、使用者が

労働者に対して解雇若しくは退職勧奨その

他の労働契約を終了させる旨の意思表示を

し、又は今後それをする可能性があることに

関する相談 

11-2 賃金不払 

令和６年能登半島地震に関連して、使用者に

よる賃金の全部若しくは一部の不払いが生

じ、又は今後その不払いが生じる可能性があ

ることに関する相談 

11-3 休業手当 

令和６年能登半島地震に関連した休業手当

に関する相談、その他令和６年能登半島地震

に関連して使用者の判断により休業となっ

たことに関する相談 

11-4 労働安全衛生・労働災害 

令和６年能登半島地震に関連して労働災害

が発生し、又はそのおそれが生じたことに関

する相談、及び、令和６年能登半島地震に関

連した労働者災害補償保険の給付を受ける
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ことの可否に関する相談 

11-5 その他の労働条件変更 

労働契約において定めた賃金、労働時間若し

くは休暇その他の労働条件のいずれかにつ

いて、令和６年能登半島地震に関連して、使

用者が一方的にこれを引き下げた旨の取扱

をすること、又は、使用者若しくは労働者の

一方が他方に対してこれを変更する旨の意

向を示すことに関する相談 

11-6 その他 
本相談類型に分類される相談のうち、以上の

小類型にあてはまらない相談 

12 悪質商法・消費者被害 
令和６年能登半島地震に関連する悪質商法

又は不審な契約勧誘に関する相談 

13 その他の契約問題 
令和６年能登半島地震に関連した契約問題

に関する相談のうち、上記１‐12 の相談類型

のいずれにもあてはまらない相談 

 

13-1 発災前締結の契約における

危険負担 

注文した工事が未完成若しくは完成後引渡

し前の段階において令和６年能登半島地震

が発生し、又は売買契約の締結後その目的物

の引渡し前に令和６年能登半島地震が発生

し、当該契約の目的物に被害が生じたことに

関する相談 

13-2 発災前締結の契約における

その他の問題 

令和６年能登半島地震が発生する前に締結

され、かつ令和６年能登半島地震の発生時に

存続していた契約に関し、令和６年能登半島

地震に関連して発生又は発覚した問題に関

する相談 

13-3 発災後に締結した契約 
令和６年能登半島地震の発生後に令和６年

能登半島地震に関連して締結され、又は締結

が検討されている契約に関する相談 

14 親族間の問題 
令和６年能登半島地震に関連して生じ、又は

深刻化した親族間の問題に関する相談 

 

14-1 夫婦間の問題 
令和６年能登半島地震に関連して生じ、又は

深刻化した離婚その他の夫婦間の問題に関

する相談 

14-2 判断能力が十分でない親族

に関する問題 

令和６年能登半島地震に関連した判断能力

が十分でない親族に関する相談、又は、成年

後見等制度利用の要否若しくは利用の手続

に関する相談 

14-3 その他 
本相談類型に分類される相談のうち、以上の

小類型にあてはまらない相談 

15 相続 
令和６年能登半島地震に関連して生じた相

続に関する相談 
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15-1 相続手続に関する相談 
相続放棄、遺産分割協議その他相続手続に関

する相談 

15-2 相続登記未了不動産に関す

る相談 
登記上の所有名義が既に死亡した者のまま

変更されていない不動産に関する相談 

15-3 親族が行方不明の場合に関

する相談 

親族が行方不明の場合に関する相談（民法第

30 条所定の失踪宣告制度または戸籍法第 89
条所定の認定死亡制度の利用が検討され得

る相談） 

15-4 その他 
本相談類型に分類される相談のうち、以上の

小類型にあてはまらない相談 

16 刑事 

令和６年能登半島地震に関連して、犯罪をな

し、又はその嫌疑をかけられたことに関する

相談、及び、犯罪被害を受けたことに関する

相談 

17 外国人 
令和６年能登半島地震に関連する外国人特

有の問題に関する相談 

18 税金 
令和６年能登半島地震に関連した税金に関

する相談 

19 公的支援制度 
災害に関連し、又は災害に関連し得る公的な

支援制度に関する相談 

 

19-1 罹災証明書 

災害対策基本法第 90 条の 2 第 1 項所定の「災

害による被害の程度を証明する書面」（以下

「罹災証明書」という。）の意義又はその取

得手続に関する相談 
 
住民登録の欠缺等の事情により、住家に対す

る罹災証明書の交付が受けられないことに

関する相談も、本小類型に分類する。 

19-2 住家被害認定 

罹災証明書に記載される住家の被害認定の

結果（全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・

準半壊・一部損壊）又はその判断方法に関す

る相談 

19-3 支援金その他の金銭的支援 

被災者生活再建支援法に基づく「被災者生活

再建支援金」（同法第 3 条第 2 項所定の基礎

支援金及び加算支援金。以下、併せて「支援

金」という。）、災害義援金、石川県地域福

祉推進支援臨時特例給付金等の金銭的支援

（以下「支援金等」という。）に関し、その

受給の可否、受給のための手続又は受給の方

法を尋ねる相談 
 
支援金等の額又は支援金等受給のための要

件に関して不服を訴えるものも、本小類型に

分類する。 
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19-4 建物の修理 

令和６年能登半島地震のために毀損された

自身の所有する建物を修理するための公的

支援制度に関する相談 
 
建物の修理に関し何か公的な支援はないか

と漠然と尋ねる相談のほか、災害救助法第 4
条第 1 項第 6 号所定の「被災した住宅の応急

修理」（以下「応急修理制度」という。）に

関する相談も、本小類型に分類する。 

19-5 建物の解体 

令和６年能登半島地震のために毀損された

自身の所有する建物を解体するための公的

支援制度に関する相談 
 
建物の解体に関し何か公的な支援はないか

と漠然と尋ねる相談のほか、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律に基づく「公費解体制

度」に関する相談も、本小類型に分類する。 

19-6 建物の修理か解体かを検討

中 

令和６年能登半島地震のために毀損された

自身の所有する建物について修理するか解

体するかを検討中の相談者からの、各場合に

利用可能な公的支援制度に関する相談 

19-7 がれき・土砂等の撤去 

令和６年能登半島地震のために、自身が所有

若しくは管理する土地にがれき若しくは土

砂等（以下「土砂等」という。）が流入し、

又は自身が所有若しくは管理する土地から

他者所有地に土砂等が流出した場合におい

て、当該土砂等を撤去するための公的支援制

度に関する相談 

19-8 土地の修復 

令和６年能登半島地震のために地割れ、液状

化、崩落等の被害が生じた自身の所有する土

地を修復するための公的支援制度に関する相

談 

19-9 仮の住まい 

災害救助法第 4 条第 1 項第 1 号所定の避難所

及び「応急仮設住宅」に関する相談 
 
以下では、応急仮設住宅のうち、建設し供与

するものを「建設型仮設住宅」、民間賃貸住

宅を借り上げて供与するものを「借上型仮設

住宅」という。 

19-10 災害弔慰金・災害障害見舞

金 

災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付

に関する法律に基づく災害弔慰金（同法第 3
条）又は災害障害見舞金（同法第 8 条）の

支給に関する相談 
 
災害関連死の認定に関する相談も、本小類型

に分類する。 
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19-11 災害援護資金 
災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付

に関する法律に基づく災害援護資金（同法

第 10 条）の貸付に関する相談 

19-12 自動車に関する支援 
令和６年能登半島地震のために生じた自身

の所有又は管理する自動車に関する支援制

度についての相談 

19-13 使える制度全般を知りたい 

令和６年能登半島地震のために生じた被害

に関連し、何らかの公的な支援はないか知り

たいと尋ね、広く情報提供を求める漠然とし

た相談 

19-14 事業者に対する支援 
令和６年能登半島地震のために生じた事業

者の損害に関連し、事業者に対する支援につ

いて尋ねる相談 

19-15 その他  

本相談類型に分類される相談のうち、以上の

小類型にあてはまらない相談 
 
例えば、次のような相談を本小類型に分類す

る。 
 生活保護、生活福祉資金貸付制度等に関す

る相談 
 医療費、公租公課の減免等に関する相談 
 避難者を受け入れる親族等に対する公的

支援はないかと尋ねる相談 

20 復興事業 

令和６年能登半島地震の復興整備事業とし

て行われる土地区画整理事業（大規模災害か

らの復興に関する法律第 15 条等）、防災の

ための集団移転促進事業に係る国の財政上

の特別措置に関する法律に基づく防災集団

移転促進事業（同法第 2 条 2 項）、一団地の

復興拠点市街地形成施設整備事業（大規模災

害復興法第 41 条等）等に関して生じた問題

に関する相談 

21 その他 
令和６年能登半島地震に関連した相談のう

ち、以上の１から 20 までのいずれの類型に

もあてはまらない相談 

22 災害との関連が乏しい相談 
令和６年能登半島地震とは無関係又は令和

６年能登半島地震との関係が希薄な内容の

相談 
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